
第５４回 高浜町各区対抗軟式野球大会 
 

実 施 要 項 
 

 

１.目   的  軟式野球を通じて、町民の健康の保持増進と相互の親睦を図り、 

明るいまちづくりを目指す。 

 

２.主   催   高浜町教育委員会 高浜町スポーツ協会 

 

３.主    管  高浜町軟式野球連盟 

 

４.日   時  令和８年５月１０日（日）午前８時３０分～【予備日：５月１７日（日）】 

※１０日（日）が雨天中止の場合、１７日（日）に延期する 

※延期・中止の場合の有線放送 １０日・１７日…午前７時頃放送 

 

５.会   場  中央球場・青葉球場・高浜小学校・青郷小学校 

 

６.開 会 式  （時間）午前８時３０分～ （会場）中央球場 

 

７.参 加 資 格       １６歳以上の勤労者に限る（性別は問いません） 

 

８.チーム編成 （１）行政区単位で、１区１チームとする。 

但し、編成が困難な場合は、隣接区等の連合編成を認める。 

また、個人的に登録する場合は、所属区、隣接区、隣々接区の順に

登録すること。（主催者より確認をする場合がありますので、あらか

じめご了承ください） 

（２）チーム名は区名とすること。 

 

９.構 成 人 員       （１）登録人数は、監督以下２０名以内とする。なお、監督は選手を兼ね 

ることができる。 

（２）常時出場者の年代構成は、下記のとおりとする。但し、上の年代の 

者が下の年代の者の代わりに出場しても構わない。なお、年齢の起 

           算は令和８年４月１日時点の年齢を基準とする。 

 

 

 

 

10.競 技 規 則  ２０２６年度公認野球規則に基づき本大会の申し合わせ事項に準じて 

実施する。 

 

【常時出場者の年代構成】 

１６歳～３９歳 【７名以内】 

４０歳以上      【２名以上】 



11.服   装 （１）野球に適した服装（ジャージ・ユニホーム）で、帽子を着用する 

こと。（ジーンズ・作業服等は認めない） 

（２）捕手は申し合わせ事項（７）に定められた用具を着用すること。 

(スポーツ協会に予備があります) 

（３）金属スパイクを認める。 

 

12.表   彰  上位２チーム（優勝・準優勝）を表彰する。 

 

13.参 加 料  １チーム １，５００円（傷害保険料等） 

※申込締切後の棄権については参加料の返却はしません。 

※支払いの際、お釣りがないようにお願いします。 

 

14.申込み方法  登録メンバー表に参加料を添えて高浜町教育委員会内「高浜町スポーツ

協会事務局」まで申し込むこと。 

（登録メンバー表は保険をかけるため必ず提出してください） 

 

17.申 込 締 切  ４月２０日（月）午後５時まで (締切日以降は、一切受付けません。) 

 

18.代表者会議  ４月２４日(金) 午後７時３０分～ 

      （抽選会）高浜町役場 ２Ｆ 会議室 1.2 

※不参加チームは棄権とみなし処理する。 

 

19.そ の 他 （１）割当練習は 

【青葉球場】５月４日（月・祝）～８日（金） 

【中央球場】５月４日（月・祝）～８日（金） 

において各チーム１回とします。申込み時に希望日をお伝えくださ 

い。但し、受付順にうまっていきますので、希望通りにいかない場合

がありますことをご承知おきください。 

※練習時間（19：00～21：00） 

（２）割当練習および大会当日において発生した事故により、医療機関  

で治療された場合は、直ちに高浜町教育委員会事務局へ連絡してく

ださい。但し、傷害保険によるものの他、主催者は一切その責任を

負いません。 

（３）その他、必要事項については代表者会議でお伝えします。 

 

 

 

 

 



 

申 し 合 わ せ 事 項 

 

⑴トーナメント方式で競技を進める。 

⑵試合は全て５回戦とし、１試合６０分の制限時間を設ける。 

６０分を経過した場合、そのイニングを最終イニングとし試合終了まで行う。 

但し、５０分を越えて新しいイニングには入らない。 

尚、決勝戦は制限時間を設けず５回戦を行う。５回終了時に同点の場合は、６回からタ 

イブレークとして開始。走者は、無死１・２塁の状態から行う。 

⑶５回を終了して同点の場合および６０分を過ぎて同点の場合は、最終イニングに出場し 

ていた選手で、守備位置順にジャンケンを行い、勝敗を決定する。 

但し、決勝戦は７回までタイブレークを行い、それでも同点の場合は上記のとおりジャ

ンケンにより勝敗を決定する。 

⑷コールドゲームは、３回以降１０点差になった場合に成立する。但し、決勝戦はコール 

ドゲームを適用しない。 

⑸試合途中に降雨等で続行不可能になった場合、３回を終了していたなら、その試合は成 

立するものとする。 

⑹試合球は、公認Ｍ号ボールを使用する。 

⑺打者・走者はヘルメット、捕手はスロートガード付マスク・ヘルメット・レガースを着 

用すること。 

⑻監督・選手は、下記のような背番号を縫いつけること。（大きさについては目安） 

        ３０㎝ 

   ２０㎝  チーム名  １６歳以上～３９歳 … １～１９のナンバー 

  番  号  ４０歳以上 … ２０以上のナンバー 

              ※背番号の数等で番号を振りわけることができない場合は、 

名簿にて確認するため、その限りではない。 

⑼抽選番号の若い方のチームを１塁側ベンチとする。 

⑽試合中のアピールは、監督・主将のみ認める。 

⑾各チームは、必ず４名の塁審および補助員を用意すること。塁審および補助員の割り当 

ては、代表者会議で発表するので、それに準ずること。 



高浜町各区対抗軟式野球大会過去成績一覧 

 

 優 勝 準優勝  優 勝 準優勝 

第１回大会 （不 明） 第 21 回大会 湯 谷 区 薗 部 区 

第２回大会 （不 明） 第 22 回大会 湯 谷 区 宇 治 区 

第３回大会 （不 明） 第 23 回大会 湯 谷 区 西 三 松 区 

第４回大会 （不 明） 第 24 回大会 湯 谷 区 横 町 区 

第５回大会 （不 明） 第 25 回大会 西 三 松 区 立石・畑・中寄 

第６回大会 （不 明） 第 26 回大会 西 三 松 区 宇 治 区 

第７回大会 （不 明） 第 27 回大会 雨天により準決勝以降中止 

第８回大会 関電高浜 円友会 第 28 回大会 西 部 湯 谷 区 

第９回大会 キャッシーズ ジャガーズ 第 29 回大会 宇 治 区 湯 谷 区 

第 10 回大会 山 惣 アポロ 第 30 回大会 湯 谷 区 若 宮 区 

第 11 回大会 塩 土 区 東 三 松 区 第 31 回大会 湯 谷 区 宇 治 区 

第 12 回大会 大 西 区 塩 土 区 第 32 回大会 湯 谷 区 西 三 松 区 

第 13 回大会 宇 治 区 東 三 松 区 第 33 回大会 宇 治 区 西 部 

第 14 回大会 事 代 区 若 宮 区 第 34 回大会 宇 治 区 湯 谷 区 

第 15 回大会 今 在 家 区 西 三 松 区 第 35 回大会 湯 谷 区 出 合 区 

第 16 回大会 西 三 松 区 東 三 松 区 第 36回大会 薗 部 区 和田一二区 

第 17 回大会 大 西 区 塩 土 区 第 37回大会 雨 天 に よ り 中 止 

第 18 回大会 安 土 区 横 町 区 第 38回大会 湯 谷 区 西 三 松 区 

第 19 回大会 安 土 区 湯 谷 区 第 39回大会 湯 谷 区 薗 部 区 

第 20 回大会 湯 谷 区 安 土 区 第 40回大会 宇 治 区 湯 谷 区 

 

◎第１回大会から第１０回大会までは「高浜町長旗争奪軟式野球大会」として開催 

 



高浜町各区対抗軟式野球大会過去成績一覧 

 

 優 勝 準優勝  優 勝 準優勝 

第 41 回大会 東 三 松 区 西 三 松 区    

第 42 回大会 湯 谷 区 薗 部 区    

第 43 回大会 薗 部 区 安 土 区    

第 44 回大会 薗 部 区 大 西 区    

第 45 回大会 湯 谷 区 和田一二区    

第 46 回大会 湯 谷 区 西 三 松 区    

第 47 回大会 湯 谷 区 西 三 松 区    

第 48 回大会 中止    

第 49 回大会 中止    

第 50 回大会 湯 谷 区 青 郷 連 合    

第 51 回大会 湯 谷 区 安 土 区    

第 52 回大会 湯 谷 区 安 土 区    

第 53 回大会 青 郷 連 合 横 町 区    

第 54 回大会      

      

      

      

      

      

      

 

◎第１回大会から第１０回大会までは「高浜町長旗争奪軟式野球大会」として開催 

 



【申込時に必ず提出してください。】 

第５４回高浜町各区対抗軟式野球大会 

登録メンバー表 

チーム名  

構 成 ゼッケン 氏   名 年齢 住   所 

１ 監督    高浜町 

２ 主将    高浜町 

３ 選手    高浜町 

４ 〃    高浜町 

５ 〃    高浜町 

６ 〃    高浜町 

７ 〃    高浜町 

８ 〃    高浜町 

９ 〃    高浜町 

１０ 〃    高浜町 

１１ 〃    高浜町 

１２ 〃    高浜町 

１３ 〃    高浜町 

１４ 〃    高浜町 

１５ 〃    高浜町 

１６ 〃    高浜町 

１７ 〃    高浜町 

１８ 〃    高浜町 

１９ 〃    高浜町 

２０ 〃    高浜町 

 

塁審および補助員 
① ② 

③ ④ 

 


